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○○市緊急通報システム事業のご案内



・緊急ボタン通報時の通話料は利用者さま負担です。

・救急車出動時や状況確認時に、やむを得ずドアや窓を壊さなければならない場合があります。

○○〇〇市　高齢介護課　00－0000－0000
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